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微生物と発酵食品 
食品に対し微生物が有益に作用することを「発酵」、有害に作用することを「腐敗」と呼んでいます。古

くから様々な微生物を利用し、発酵食品が作られてきました。 

発酵食品に使われる微生物 

発酵食品に使われる微生物には、みそ、醬油、日本酒などに使われる麴カビ、アルコール発酵に使われる

酵母、ヨーグルトや漬物などに使われる乳酸菌、納豆などに使われる納豆菌など様々な微生物が存在し、単

独、あるいは組み合わされて利用されています。有用な微生物が優位に繁殖し、悪玉微生物が増殖しないよ

うに温度などの発酵条件をコントロールし、発酵させ過ぎないように適度に停止させることが重要です。 

発酵食品の作用 

発酵食品には、保存性を高める(漬物、干物等)、うまみ成分をつくる(みそ、

醤油等)、腸内環境を整える (ヨーグルト等)様々な有用作用があります。これ

らの効果は単独あるいは、組み合わさってより高い効果が発揮される場合もあ

ります。また、最近は感染症対策としてプラズマ乳酸菌のように、 

免疫機能増強等の機能性表示食品として認められたものもあります。 

発酵食品を上手に使うために 

発酵食品には微生物が利用されているため、発酵条件を適度に保つことが重要です。利用する微生物の

性質をよく理解し、微生物に合わせた発酵条件を選択する必要があります。また、食品の味付けに味噌、塩

麹等の発酵食品を使用する場合、発酵微生物が増殖して味が変化し、短い期間しか賞味期限を設定できない場合

があります。発酵食品も殺菌して用いるか、カップ等に小分けする等の対応が必要です。 

 

日本では古くから、各地方で様々な名物の発酵食品が作られ、地方色豊かな食

文化に貢献してきました。福岡県でもぬか漬けに用いるぬか床でイワシやサバ等

の青魚を数時間煮込んだ“ぬか床炊き”が有名です。ぬか床の“うまみ”が染み込み、

青魚の匂いを消し、ぬか床の匂いも煮込むことによって消失しています。レトル

トパックになりお手軽に利用できる商品も発売されています。夕食のお供に如何

でしょうか。 

 

 

 

〔内容についての質問、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）や検査に関するご相談・お問い合わせ先〕 

厚生労働大臣登録検査機関公益財団法人北九州生活科学センター KLSC福岡事業所 

福岡市博多区千代 1-2-4 福岡生活衛生食品会館４階 

TEL 092-642-1001  FAX 092-642-1002  URL：http://www.klsc.or.jp/ 

【配信に関するお問い合わせ先】   公益社団法人福岡市食品衛生協会 

                    ＴＥＬ ０９２－６５１－５１１１ 

【休日のご案内】 

● 土曜日・日曜日・祝日   ● 年末年始（１２月２９日～１月３日） 

● お盆休み（８月１３日・１４日・１５日）  窓口業務を休ませていただきます。 


